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「戦争法案」審議入り 戦後最悪の法案 廃案しかない
戦後の日本の国のあり方を根本から転換する「戦争法案」が５月２６日の衆院本会議で審議入りし、本格的な国会での論戦がスタートしました。　　　　　　　ｐ日本共産党は、志位委員長が代表質問に立ち、安倍政権が法案に銘打った「平和安全」の名とは全く逆に、その正体は日本を「海外で戦争する国」につくりかえる「戦争法案」に他ならないことを鮮明にしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ志位委員長が代表質問で告発したのは、憲法９条を根底から破壊する「戦争法案」の三つの大問題です。安倍首相はいずれの問題に対してもまともに答えず、無責任な姿勢を示しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第一の問題は、米国が世界のどこであれ、アフガニスタン報復戦争(２００１年)やイラク侵略戦争(２００３年)のような戦争に乗り出した際、自衛隊がこれまで「戦闘地域」とされてきた場所にまで行って軍事支援を行うことです。　　　　　ｐ第二の問題は、国連が統括しない活動にも自衛隊が参加し、形式上「停戦合意」はあるが、なお戦乱が続く地域で治安維持活動などを行い、武器の使用も任務遂行のためなどに大幅拡大することです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第三の問題は、日本がどこからも武力攻撃を受けていないのに、「集団的自衛権」を発動して米国の戦争に参戦し、自衛隊が海外で武力を行使することです。　　　　ｐ「日本が殺し、殺される国になる」という「戦争法案」の危険な本質が浮き彫りになってきました。これをかわすため、安倍首相は自衛隊員の「リスク」を意図的に語らず、法案にもない「安全」措置を掲げるなど、「安全」偽装工作とも言える答弁を持ち出しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「戦争法案」は憲法を幾重にも踏みにじる戦後最悪の法案です。徹底審議の上で廃案に追い込む世論と運動が求められています。
日本共産党の桑名市における３大要求「国保税の引下げ」、　「子どもの医療費の窓口無料化」、「小学校にエアコンの設置」
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
６月８日（月）　臨時議会　新病院建設を審議
提出される議案は、専決処分の承認５議案と新病院建設関連補正予算２議案の計７議案と、報告９件です。新病院建設関連補正予算２議案は、いずれも建設が遅れているので２つ合わせて４２億円程の減額予算です。ポイントは新病院建設の２４.８億円もの増額の内容です。納得できる審議が求められています。
２０１５年　６月議会スケジュール
６月１１日（木）　午前１０時　　本会議開会（議案上程、提案説明）
６月１８日（木）、１９日（金）、２２日（月）、２３日（火）　
午前１０時  本会議（議案質疑・一般質問）

６月２４日（水）、２５日（木） 　午前１０時　常任委員会
７月　２日（木）　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
提出される議案は、一般会計補正予算（＊１）の１議案、障害者総合相談支援センター運営業務委託業者選定委員会条例の制定・市税条例の一部改正の各１議案、市道の認定の１議案の計４議案です。報告は１件です。
（＊１）トイレ改修費用４４百万円を減額（国庫補助が付かなかった）し、５０百万円ほど増額（マイナンバー制度で追加１０百万円、リサイクル推進施設の解体６百万円等です）するものです。（結果６百万円の増額予算）
６月議会の一般質問の内容は現在検討中ですが、昨年の選挙時に公約した事を中心に、市民の皆さんの関心の高い「地方創生」、「駅西土地区画整理事業」、改悪された「介護保険」・「医療制度」等について質問したいと考えています。
２０１５国民平和大行進　核兵器廃絶と「戦争法案」ＮＯ！　　　　　　　
６月１２日（金）に午前９時から桑名市役所南玄関前で集会を行い、朝日町、近鉄川越富洲原駅まで行進します。今後は全国大会への代表派遣に向けて、「６・９」カンパ行動を桑名駅前で７月１６日、１９日、２６日、２９日、８月６日に午後５時半より予定しています。
「医療保険改悪法」強行成立　国の責任が後退
「医療保険制度改悪法」案が２７日の参院本会議で、自民､公明､維新、新党改革、次世代などの賛成多数で成立しました。日本共産党、民主、生活､無所属クラブ､社民などが反対しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ反対討論で日本共産党の小池晃参院議員は、国民健康保険の財政管理を都道府県に移行することについて、「市町村を保険料引き上げに駆り立て、取り立て強化につながりかねない」と批判し、「医療費適正化計画」「地域医療構想」などと合わせて、「都道府県を司令塔にした強力な医療費削減の仕組みづくりだ｣と強調しました。　協会けんぽの国庫補助削減は「国の責任を後退させ、経営難に苦しむ中小企業の労働者・事業者に打撃を与えるものだ」と指摘。入院食費引き上げなどの患者負担増の論拠が成り立たないことを厚生労働省も認めざるをえなかったと述べ、「患者の困難に追い打ちをかけ、国民皆保険の基盤を危うくする」と主張しました。　保険のきかない医療を広げる「患者申し出療養制度」について、原則禁止されている「混合診療の全面解禁に道をひらくことになる」と指摘。「実験的な先進医療」も対象としながら、これまで６カ月の審査期間が６週間に短縮され、施設基準もない医療機関で実施するのに、安全性の確保についても示されず、保険収載についても何の見込みも示されなかったと述べ、「保険収載（適用）というゴールに至らない医療技術がどんどん増えて、保険のきかない医療が滞留していく」と批判し、安倍首相が小泉政権時を上回る社会保障自然増抑制路線を完全復活させる一方で消費税増税を強行したことについて「国民へのだまし討ちのようなやり方を断じて許すわけにいかない」と強調しました。　　　　　　　ｐ２２日の参院厚生労働委員会では、「医療制度改悪法案」に盛り込まれた、国民健康保険の都道府県化について参考人質疑が行なわれ、桑名市内在住の三重短期大学の長友薫輝先生が参考人として意見陳述され委員からの質疑を受けられました。長友薫輝先生は、「保険者のみならず医療機関、地域住民までもが医療費抑制に駆り出される」と指摘。「標準保険料率」と「医療費適正化計画」が一緒になって、「給付削減が性急に進められる懸念がある」と述べられ、「皆保険堅持のためにも、保険原理を不当に強調することなく、社会保障として地域の医療保障をつくる視点が求められる」と強調しました。　日本共産党の小池晃議員は、都道府県化が強力な医療費抑制策になると質問。長友薫輝先生は、国保運営方針は都道府県知事が決め、市町村議会が関与できない仕組みであり、「住民の参加も議会の承認も議論もない方針が国保以外の方にも影響する」と述べられました。
労働者派遣法改悪案　正社員化の道閉ざす
衆院厚生労働委員会で審議されている「労働者派遣法改悪案」は、「正社員化を進める」（安倍首相）どころか、正社員化の道を閉ざし、「生涯ハケン」を押しけるものであることがくっきりと浮かび上がっています。　　　　　　　　　　　　　ｐ現行法では、専門業務をのぞいて「原則１年、最長３年」の期間制限があり、業務を継続したければ派遣労働者を直接雇用しなければなりません。派遣可能期間を超えて派遣労働者を使用するときも直接雇用を申し込まなければなりません。さらに、派遣先が違法派遣を行った場合、派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなすと定めており、１０月１日から施行です。不十分ながらも現行法には、直接雇用や正社員化につながる規定がありました。ところが改悪案は、こうした規定を廃止・骨抜きにします。業務単位の期間制限を廃止し、過半数労働組合か、労働者の過半数代表の意見を聴取しさえすれば、派遣受け入れを永続的に継続できるようにします。個人の派遣労働者には３年の上限を設けますが、派遣先は人を入れ替えれば永続的に受け入れることができます。期限がきた派遣労働者についても、派遣先（課など）を変えれば引き続き使用することができます。さらに、無期雇用となっている派遣労働者には期間制限をいっさい適用しません。どこをみても、「生涯ハケン」を進めるものであって、直接雇用や正社員化を進めるものでないことは明白です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐしかも改悪案では、「みなし雇用」となる対象から、｢業務単位の期間制限違反」を削除します。派遣業務の規制を外すからです。しかし、期間制限違反は、専門業務で多発している違反です｡これを削除すれば、「みなし制度」はほとんど発動されなくなります。実際、厚労省は、「経済界等の懸念」を理由に、「みなし制度」施行前に改悪案を成立させるよう議員らに説得工作をしていたのです。塩崎厚労相は、現行規定を削除したことについて、「みなし制度で労働者保護をはかる」と言い訳。これに対して日本共産党の高橋千鶴子衆院議員は、改悪案によって、「みなし制度」の効力が限られると指摘しました。「みなし制度」は、２００８年の“派遣切り”に対する労働者のたたかいと世論に押されて２０１２年に導入されたものです。しかし、企業側の抵抗で施行が３年半も先延ばしにされました。今度は施行直前になって、なきものにしようというのです。　　　　　　　ｐ「労働者に対する背信行為」であり、改悪案は廃止する以外にありません。
生活保護訴訟　口頭弁論で基準引き下げの説明を要求
５月２１日、三重県内の生活保護受給者２４人が、「生活保護基準の引き下げは憲法違反だ」として、津市など４市（桑名市も含まれています。）に、引き下げ処分の取り消しを求めた行政訴訟の第３回口頭弁論が、津地裁で開かれ、多くの原告支援者らが傍聴に詰めかけ、法廷を満員にしました。
　原告側は、「生活保護基準引き下げ」への比較に使われた低所得世帯（下位１０％）の消費水準のなかに、生活保護の「受給漏れ」で生活保護以下の世帯が含まれているのではないかという点や、物価スライドの消費者物価指数（ＣＰＩ）は、どの品目に着目し、基準年をどこに置き、どんな計算法で出されているのかなど、被告側の主張の不明確な部分の説明を求める「求釈明の申し立て」を行いました。被告側の釈明は次回以降の予定です。
　閉廷後に「生存権がみえる会」が開いた報告集会では、原告弁護団が裁判のポイントを説明し、「求釈明の申し立て」は全国の訴訟にも影響する内容だと強調しました。次回の口頭弁論は７月１６日午後２時から開かれる予定です。
　求釈明とは、相手の言い分がよくわからない場合に「・・・の部分はどう言うことですか ?」と聞くことです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































